
釧路市エゾシカ森林被害防止強化対策事業補助金交付要綱 

                         

（趣旨） 

第１条 市は林業の振興を推進するため、エゾシカ等の鳥獣害による樹皮の食害や幼木の枝葉折損の被 

害対策を実施する者に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、 釧路

市林業振興条例（平成１７年１０月１１日付釧路市条例第１８３号。以下「条例」という。）、釧路

市林業振興条例施行規則（平成１７年１０月１１日規則２０２号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 エゾシカ森林被害防止強化対策事業補助金（以下「本補助金」）は、造林木の食害や剥皮等 

の被害防止を図るため、エゾシカ被害対策に係る森林所有者等の負担軽減を図り、もって本市林業

の振興に資することを目的とする。 

 

（補助対象経費、補助対象者、補助率） 

第３条 本補助金の補助対象経費、補助対象者、補助率は、次のとおりとする。なお、補助対象経費 

は消費税及び地方消費税を除いた額とする。 

 

（１）エゾシカ侵入防止柵維持管理支援事業 

補助対象経費 補助対象者 補助率 

森林環境保全整備事業実施要

領（平成１４年３月２９日１３

林整整第８８５号林野庁長官

通知。）等に基づき実施した、

鳥獣害防止施設等整備（エゾシ

カ侵入防止柵）の維持管理に要

する経費とする。ただし、森林

環境保全整備事業補助金受領

年度の翌年度から最大５年間

を対象とする。（補助対象経費

の詳細については、別に定め

る。） 

森林所有者、森林組合、森林経

営計画の認定を受けた者。 

エゾシカ侵入防止柵 1ｍ当たり

６3 円を上限とする。 

ただし、実行経費が上限額を下

回る場合は、実行経費の額を上

限とする。 

 

（２）森林内における獣害防止対策資材費等支援事業 

補助対象経費 補助対象者 補助率 

樹皮被害防止対策のための資

材に要する経費とする。（補助

対象経費の詳細については、別

に定める。） 

森林所有者、森林組合、森林経

営計画の認定を受けた者。 

対象経費の２分の１以内とす

る。ただし、国又は道の補助を

受けた場合は、補助残額（自己

負担額）の４分の１以内とす

る。 

（上限 ３,０００,０００円） 

 

（実施計画） 

第４条 事業を実施しようとする者は、事業計画書（別記第 1-1 または 1-2 号様式）を市長に提出

するものとする。 

 



（配分通知） 

第５条 市長は、別記第１号様式の事業計画書の提出があった場合は、予算の範囲内で配分を行い、 

配分通知を行う。 

 

（補助金交付申請） 

第６条 事業主体は、原則として事業の終了後、速やかに補助金交付申請書を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 事業主体は、補助金の交付申請及び受領について第三者に委任することができる。委任を受けた

者は、市長に対して前号に定める書類に委任状を添付して補助金の交付申請を行う。 

３ 補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 事業実績書（第２号様式） 

（２） 事業決算書（第３号様式） 

（３） 事業実績書（別記第 2-1 または 2-2 号様式） 

（４） 点検・資材記録表（別記第３-1 または 3-2 号様式） 

（５） 位置図 

（６） 実測図又は森林計画図 

（７） 事業写真（着手前、着手状況、着手後） 

（８） 施工費（請負費）又は資材費の見積書等 

（９） 実行経費を示す書類（エゾシカ侵入防止柵維持管理支援事業に限る） 

（10）使用した資材の種類及び使用量を確認できる書類、及び当該資材費の領収書等 

（11）その他市長が必要と認める書類 

  

（実績報告） 

第７条 市長は、前条に定める書類が提出されたときは、規則第４条の規定による報告がされたもの 

とみなす。 

 

（竣工検査） 

第８条 市長は、申請内容について審査を行い、第 4 号様式の検査調書を作成する。 

 

（補助金の交付決定） 

第９条 市長は、第６条に定める補助金交付申請の適否について、申請者へ通知する。 

 

（補助金の返還等） 

第 10 条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から

起算して５年以内に森林以外の用途へ転用（補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し、または賃

借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む）す

る行為又は補助事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為（森林作業道整備の事業により整備し

た施設の維持管理のために必要な行為を除く）その他補助目的を達成することが困難となる行為をし

ようとする場合は、あらかじめ市長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林につ

き交付を受けた補助金相当額を返還しなければならないものとする。 ただし、公用、公共用および天

災地変その他、やむを得ない事由による場合は、補助金相当額の返還の減免について市長と協議する

ことができる。 

 

（補則） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月 1 日から施行する。 


